




【図１】高齢者保健福祉圏域

５ 計画の期間及び見直しの時期

この計画の期間は、平成 年度から平成 年度までの３年間としま

す。

また、この計画は、団塊の世代が 歳以上となる平成 年を見据えて策定

しています。

なお、平成 年度には必要な見直しを行い、平成 年度から平成

年度までを期間とする次期計画を策定することとしています。

【図２】高齢者プランの計画期間
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策 定 第五次高齢者プラン

策 定 第六次高齢者プラン

策 定 次期計画


